
大潟村ふるさと会会則 

 

（名 称） 

第１条 本会は、「大潟村ふるさと会」と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、ふるさと大潟村との交流を深め、活力

ある村づくりに寄与することを目的とする。 

 

（会 員） 

第３条 本会の会員は、関東に居住する大潟村出身者及び村に縁のある者並びにこの会の

趣旨に賛同する者とする。 

 

（事 業） 

第４条 本会の目的達成のため、次の事業を行う。 

(1) 会員相互の親睦を図るための行事 

(2) ふるさと大潟村との情報交換及び交流活動 

(3) その他本会の目的達成のため必要な事業 

 

（役 員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

(1) 会長 １名 

(2) 副会長 ２名 

(3) 事務局長 １名 

(4) 事務局次長 ２名 

(5) 会計 ２名 

(6) 監事 ２名 

 

（役員の選任及び任期） 

第６条 役員は総会において会員の中から選出する。 

２ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了後であっても後任者が就

任するまでの間､その職務を行うものとする。 

３ 役員に欠員が生じたときは必要に応じて補選し、その任期は前任者の残任期間とする。 

 

（役員の任務） 

第７条 会長は、本会を代表して会務を統括する。 



２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 

３ 事務局長は、本会の事務全般を統括する。 

４ 会計は、本会の会計、収入及び支出を掌理する。 

５ 監事は、本会の会計を監査する。 

 

（総 会） 

第８条 総会は毎年１回開催し、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 会則の改廃 

(2) 事業計画並びに予算案 

(3) 事業報告並びに決算の承認 

(4) 役員改選 

(5) その他本会の目的達成のため必要な事項 

２ 議決は、出席会員の過半数をもって決する。 

 

（役員会） 

第９条 役員会は、次の事項を審議する。 

(1) 総会に付議する事項 

(2) その他本会の運営に関する事項 

 

（経 費） 

第 10条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他をもって充てる。 

２ 本会の年会費は、１世帯あたり 1,000円とする。 

 

（会計年度） 

第 11条  本会の会計年度は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

 

（事務局） 

第 12条 本会の事務局を大潟村役場総務企画課内に置く。 

 

（その他） 

第 13条  本会則に定めるほか、会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て会長が

別に定める。 

 

   附 則 

  本会則は、平成２２年１０月１６日から施行する。 

   附 則 

  本会則は、平成２６年１０月１８日から施行する。 


